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― はじめに ー 

 

本市の庁舎は、昭和４５年６月に旧庁舎（鉄筋コンクリート造３階建）及び議場（鉄筋コンクリート造

２階建）を、昭和５５年７月に新庁舎（鉄骨鉄筋コンクリート造地上７階地下１階建）をそれぞれ建設し、

各棟を接続することで現在に至っています。 

 

平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災では、昭和５６年以前の耐震基準による建物に被害

が多かったことから、平成７年１２月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律（耐震改修促進

法）」が施行されました。耐震改修促進法では、特に多数の人が利用する一定規模以上の建物を

「特定建築物」とし、その所有者は、建築物が現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保する

よう耐震診断や改修に努めること（努力義務）が求められています。 

この震災及び法律を受け、本市では平成７年度に旧庁舎の耐震診断を行い、耐震補強が必要

であるとの結果を得ましたが、その後、学校施設等においても同様に耐震性の不足を確認したため、

これら建物の補強を優先することとし、旧庁舎の補強までには至りませんでした。 

 

その後、数々の大地震を経て平成１８年１月に耐震改修促進法が改正されたことに伴い、平成 

２０年３月「袖ケ浦市耐震改修促進計画」を策定し、避難所や防災拠点のような防災上重要な市

有建築物については平成２７年度までに耐震化を図る目標を立てました。 

これに併せて、平成１９年度に新庁舎の耐震診断を行いましたが、新庁舎についても耐震性が

不足しており、補強が必要となるほか、すでに各種設備の老朽化も目立ちはじめ、バリアフリー化や

高度情報社会への対応などの課題も抱えていたことから、新庁舎と旧庁舎の改修調査も併せて実

施しました。 

これらの診断結果と調査をもとに、平成２０年９月に庁内の関係部署をメンバーとした「袖ケ浦市

庁舎改修検討委員会」を発足し、今後の基本方針をまとめ、引き続き基本計画策定に入る予定で

したが、その他の事業スケジュールと調整した結果、平成２４年度から着手することとなりました。 

 

その矢先の平成２３年３月１１日、東日本大震災が発生し、これまでに経験したことのない広範囲

の揺れと津波が甚大な被害をもたらしました。 

このことを教訓に、防災拠点として庁舎機能の拡充は、ますます不可欠かつ重要であるとの認識

から、市民の安心と安全を早急に確保するため、当初の予定を繰上げ平成２３年９月、本市の関係

部署をメンバーとした「袖ケ浦市庁舎整備検討委員会」を立ち上げました。 

本委員会では、防災面はもちろんのこと、市民の視線に立った窓口サービス向上、将来への環

境配慮、ランニングコストも含めた高い経済性など多角的な観点から議論してきました。 

 

この「袖ケ浦市庁舎整備基本計画」は、いま庁舎が抱える課題から新たに庁舎へ求められる姿

を再整理して、今後の庁舎再整備実現に向けた指針とするものです。 
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第１章 庁舎整備の必要性 
 

１－１．庁舎整備の必要性 

（１） 庁舎の概要 

庁舎の現状は以下のとおりです。 

敷地中央に現庁舎があり、北側から新庁舎、旧庁舎、議場の順に並んでいます。現庁舎の西側

には車庫と保健センターがあります。来庁者用駐車場は現庁舎の北側と南側にあり、敷地西側に

職員用駐車場が設けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■庁舎概要 

  竣工年度 構造 規模 延床面積 建築面積 

新庁舎 昭和５５年度 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 地上７階地下１階 ６,１９６.８８㎡ １,９３８.７３㎡

旧庁舎 地上３階 

議場 
昭和４５年度 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

地上２階 
２,７１１.５９㎡ １,３１６.８９㎡

 

 

 



 

第１章 庁舎整備の必要性 

 

 

 
袖ケ浦市庁舎整備基本計画 

 

 

04

 

（２）庁舎整備の必要性 

防災上、拠点施設として重要な役割を持つ庁舎は、高い耐震性能を確保する必要があります。 

しかしながら、平成７年度及び平成１９年度に実施した耐震診断の結果によれば、現庁舎のＩｓ値

（地震力に対する建物の強度・靭性を考慮し算出した構造耐震指標）の最低値は旧庁舎０．４６、

新庁舎０．４８といずれも庁舎に求められる基準値Ｉｓｏ＝０．７５（※1）に及ばないことから、大地震

（震度６～７）の際には中破程度の被害が生じる可能性が高く、状況によっては大破に至ることもあ

ると報告されています。 

特に旧庁舎については、診断年度が古いことから、現在の診断精度で再診断を行った場合、Ｉｓ

値が下がる可能性が高いといえます。 

このように、現庁舎は耐震性に問題があることから、地震等の大規模災害にあたり災害対策本部

を置き、被害を抑止する防災拠点施設としての機能を担うことが困難な状況にあるため、早期に耐

震補強を行う必要があります。 

また、耐震性だけではなく、電気や空調に関する設備機器が建物地下にあることから、津波や豪

雨による冠水により地下に水が浸入すれば庁舎の根幹となる機能が停止する危険性があり、対応

策を検討する必要があります。 

 

■耐震診断結果表 

  竣工年度 構造 階数 耐震診断実施年度 Ｉｓ値 診断結果 

旧庁舎 地上３階 平成７年度 ０．４６ 全階で補強が必要 

議場 

昭和４５年度 

（築４３年） 
ＲＣ造 

地上２階 未実施   

新庁舎 
昭和５５年度 

（築３３年） 
ＳＲＣ造 

地上７階

地下1階
平成１９年度 ０．４８

１～５階まで補強が

必要 

 

■Ｉｓ値と被害の目安 

 

※１ Ｉｓｏ（構造耐震判定指標）は以下の式より求められます。 

Ｉｓｏ＝Ｅｓ・Ｚ・Ｇ・Ｕ 

Ｅｓ：耐震判定基本指標で、気象庁震度6強程度の大地震を想定した場合、第２次診断では0.6の値を採用します。 

Ｚ :地震地域指標で、その地域の地震活動度や想定する地震の強さによる補正係数で、千葉県は1.0 とする。一

般には建築基準法令とします。 

Ｇ：地盤指標で、表層地盤の増幅特性や地形効果、地盤と建物の相互作用などによる補正係数で、本敷地は平

坦地なので 1.0 とします。 

Ｕ：用途指標で、用途を考慮した補正係数であり本件の場合 1.25 とします。 

よって、Ｉｓｏ(構造耐震判定指標）＝Ｅｓ・Ｚ・Ｇ・Ｕ 

＝0.6×1.0×1.0×1.25＝0.75 となります。 

Ｉｓ≧０．６ 震度６強に対し小破程度（コンクリートの剥離わずか）に留まる可能性が高い。 

０．６＞Ｉｓ≧０．３ 中破程度（コンクリートの剥離が激しく、鉄筋がかなり露出）の被害が生じる可能性が高い。

Ｉｓ＜０．３ 大破（鉄筋が曲がり、鉄筋内部のコンクリートも破壊）・倒壊に至る可能性がある。 



 

第１章 庁舎整備の必要性 

 

 

 
袖ケ浦市庁舎整備基本計画 

 

 

05

 

（３）市各種計画における庁舎整備の位置づけ 

市の総合計画において、防災・危機管理体制の強化として市庁舎全体の改修の必要を掲げてい

ます。災害時における防災拠点として、庁舎を耐震補強することで市民の安全を確保することはも

ちろんのこと、地方分権や市民参加型市政の実現など新たな行政サービスの対応などについても

老朽化する設備改修と同時に取り組むことが望ましく、これまでに市の各種計画においても耐震化

や大規模改修の実施を掲げています。 

 

１）袖ケ浦市総合計画  

総合計画は、市における長期的かつ総合的なまちづくりの指針として最上位の計画であり、まち

づくりの方向性を明らかにすることで、行政の各分野における計画や施策の基本的指針となるととも

に市民と行政との共通目標となるものです。 

現在の総合計画は平成２２年３月に策定し、基本構想の施策大綱 第２章 防犯・防災『災害、

事故、犯罪をなくす安全性の高いまちづくり』の中で、防災・危機管理体制の強化に取り組むこととし、

現状の課題として市庁舎全体の改修の必要性に触れ、具体的な施策では防災拠点と災害対策本

部の機能を担う庁舎の耐震補強を実施するものとしています。 

 

第２章 防犯・防災 

『災害、事故、犯罪をなくす安全性の高いまちづくり』 

1 節 防災・危機管理体制の強化 

「防災施設については、災害時に防災拠点となる市役所庁舎の老朽化が進行し耐震 

強度も不足していることから、災害時の本部機能の確保・強化と併せて、市庁舎全体 

の改修が必要とされています。」 

 

２）袖ケ浦市耐震改修促進計画  

平成２０年３月に策定した袖ケ浦市耐震改修促進計画は、平成１８年１月の「建築物の耐震改

修の促進に関する法律（耐震改修促進法）」の改正により、都道府県及び市町村は地域の実情に

即した耐震改修促進計画を策定し、各自治体において建築物の耐震化を計画的に促進することと

なったことから、今後発生が予想される地震による住宅や建築物の倒壊及びこれに起因する災害

を減少させる「減災」の取組を一層進めるため、新たに住宅及び建築物の平成２７年度時点での耐

震化率の目標を定めるとともに、耐震診断及び耐震改修を促進するための施策を示したものです。 

この計画では、地震発生時に災害応急対策の指揮、情報伝達等をする庁舎や消防署等の建築

物ならびに、災害拠点病院や救急病院等の救護建築物、さらに避難所等として位置づけられてい

る小・中学校、または自力では避難することが難しい幼児や高齢者等が利用する幼稚園、保育園

及び高齢者福祉施設等は、耐震化の必要性が高い施設であることから、耐震化促進の施策を優

先的に検討していくとしています。 
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市有建築物の耐震化の目標 

・平成２７年度の目標耐震化率           ９０ ％ 

・地震時に防災拠点となる建築物、災害時要援護者が利用する建築物及び不特定 

多数の者が利用する建築物           １００ ％ 

 

３）袖ケ浦市地域防災計画 

地域防災計画は、災害対策基本法(昭和３６年法第２２３号)第４２条の規定に基づき、袖ケ浦市

防災会議が作成する計画であって、袖ケ浦市に係わる地震災害に関し袖ケ浦市及び防災関係機

関が全機能を有効に発揮し、市民の協力のもとに、市の地域並びに住民の生命、身体及び財産を

災害から保護することを目的としています。この計画の震災編、第２章 災害予防計画 第３節 防

災都市づくり ５ 建築物の耐震化及び不燃化 において、防災拠点となる庁舎についても、耐震改

修等が必要なものとして、耐震補強を実施していくこととしています。 

 

第２章 災害予防計画 

第３節 防災都市づくり ― ５ 建築物の耐震化及び不燃化 

（２）建築物等の耐震対策 

① 既存建築物の耐震性向上に向けた耐震診断・改修の促進 

ア 公共建築物の耐震診断・改修 

災害時に防災拠点となる市庁舎・消防署及び避難所として使用される学校、公

民館について、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成７年法律第１２３

号) にしたがい耐震診断を実施してきた。今後は、耐震改修等が必要なものに

ついて改修計画を作成し、順次耐震補強を実施していく。また、その他の市有建

築物についても、今後、大規模改修時などにあわせ、必要に応じて耐震改修等

を実施していく。 
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１－２．庁舎整備の方向性 

 

（１）平成７年度「旧庁舎耐震診断」及び平成１９年度「新庁舎耐震診断」･「新庁舎・旧庁舎改修

調査」 

平成７年度「旧庁舎耐震診断」及び平成１９年度「新庁舎耐震診断」、「新庁舎・旧庁舎改修調

査」では、現庁舎において以下の問題点が挙げられました。これらの問題点をもとに、平成２０年度

に行った庁舎改修検討委員会では、旧庁舎及び新庁舎整備についての方向性を決定づけていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧庁舎は竣工から４０年以上経過し、庁舎の問題点を根本的に解決するためには部分改修では

困難であることから建替えすることが望ましいと思われます。 

新庁舎も築３０年以上経過し、耐震補強や空調設備・衛生機器の更新が必要ですが、既存改

修での対応が可能であり、旧庁舎建替えに際して現新庁舎を使用しながら行うことで仮設庁舎の費

用が削減できます。改修にあたっては、施工手順・工期、工事の仮設計画、安全対策についての

検討が必要となります。旧庁舎建替えに併せて庁舎全体の事務スペースの見直しを行うことで、現

在の問題点を解決することが可能なことから、既存改修にて対応することが望ましいと思われます。 
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（２）現庁舎問題点の整理 

平成２０年度の庁舎改修検討委員会では、庁舎の抱える問題点をまとめ、整備手法の方向性の

決定づけを行いました。ここでは、平成２０年度の庁舎改修検討委員会での方向性を踏まえ、再度

現庁舎の問題点を職員・来庁者・第三者・建物からの視点で洗い出し、整備方法の方向性を決定

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）「庁内アンケート」における問題点及び改善事項の整理 

庁舎整備基本計画を策定するにあたり、平成２３年度に庁内各部署へ現庁舎における問題点及

び改善事項についてアンケートを実施しました。その結果を集計し、現庁舎における問題点及び改

善事項として早期に対応が必要であるものを、以下に示しています。

 

①防災対策への対応 

耐震診断の結果、現庁舎は耐震性に問題があるこ

とから、耐震性の確保は重要な課題となっています。 

また、電気室・発電機室が地下にあり、浸水時には

水没により機能しない恐れもあることから、重要機器の

上層階への移設も早期に対応すべき課題となってい

ます。防災拠点として災害時に機能できる災害対策本

部の設置スペースの確保や、災害時に迅速に機能で

きる配置計画を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁にクラックの入った議場放送室 

 

 

 

 

 

 

電気室・発電機室が地下にあるため、浸水時

には機能しない恐れがある 
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②ユニバーサルデザインへの対応 

旧庁舎にはエレベーターがなく、旧庁舎と新庁舎の

２階接続部分が階段となっているため、車椅子やベビ

ーカーでは旧庁舎の２階以上に行くことができません。 

また、庁舎１階ロビーはタイル張でつまずきやすくな

っていたり、庁舎内に車椅子や子連れ対応のトイレが

少なかったりすることから、全ての来庁者が利用しやす

いよう改善する必要があります。 

 

③狭隘化による執務機能の低下 

書庫や会議室、ロッカー、更衣室や職員の休憩ス

ペースなどの必要諸室が不足しており、庁舎全体の狭

隘化が課題となっています。また、来庁者の多い部署

においてはプライバシーに配慮したレイアウトとする必

要があります。 

 

④設備機器の老朽化・情報化社会への対応 

執務空間では、各種配線が露出し、移動の支障と

なっており、火災の原因となる恐れもあります。 

また、設備機器の老朽化による能力低下や、勤務

時間外にも利用できる各室のこまめな空調設定への

対応など、設備機器の見直し・更新も重要な課題とな

っています。 

 

⑤議会機能 

議会棟や会派室が庁舎と離れており、市民・議会・

行政相互の交流を促す配置計画を行う必要がありま

す。音声が聞き取りづらいといった問題もあり、傍聴機

器の整備を行う必要があります。また、傍聴席へのア

クセスは階段を利用しなければいけないため、車椅子

利用者にとっては利用しづらい環境にあります。 

 

⑥環境配慮への対応 

省エネルギー対応が不十分であり、自然エネルギ

ーの活用や省エネルギー設備の積極的な導入を行う

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

旧庁舎２階と新庁舎２階の接続部分において

段差が生じており、段差解消には大規模な改

修が必要 

 

 

 

 

 

 

 
 

タイル張の１階ロビーはつまずきやすく、車椅

子やベビーカー等では移動が困難 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種配線が露出している執務空間 

 

 

 

 

 

 

 

 

議場の傍聴席へは階段を利用しなければいけ

ないため、車椅子利用者にとっては困難 
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２）「窓口サービスについてのアンケート」結果 

平成２３年１０月２５日～平成２３年１１月２５日にかけて窓口サービスにおける来庁者へのアンケ

ートを実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートの結果、対応状況や待合スペースについては現状を維持・向上していくことが適切であ

ると思われます。 

項目⑨ １階窓口フロアの明るさについては、評価４の回答が２１．４％、評価２の回答が３５．２％

となっており、来庁者に対して暗い印象を与えるケースが多いことが判明しました。新庁舎の窓口空

間に関しては、天井高が高く、トップライトや東面のガラス窓により明るい空間となっていますが、旧

庁舎の特に１階部分に関しては、南に面してはいるものの、天井高が低く奥深い空間となっています。

また、開口部の外に柱が並び、軒が出ているため、採光が遮られ暗い印象となってしまっています。 

 

 

 

 

 

旧庁舎１階窓口空間 
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３)「建物の定期点検」による結果 

建築基準法第８条において、建築物の所有者、管理者はその建築物の敷地、構造及び建築設

備を常時適法な状態に維持するよう努力義務が課せられています。庁舎のように多数の人が利用

する建築物の場合には、所有者による維持保全の不備・不具合によって、事故や災害が発生したり、

または被害が拡大したりして、第三者に危害を及ぼす恐れがあることから、建築基準法第１２条第１

項において所有者、管理者はその建築物について、定期的にその状況を調査させて報告すること

を義務づけています。 

平成２４年２月に現庁舎の定期調査報告を行い、その調査結果から劣化状況や不具合等が確

認され改善の通知を受けています。 

特に、旧庁舎は築後４０年以上が経過しており、幾度かの法改正による現行の法規に適合してい

ない箇所や設備機器の劣化が多く見られました。 

 

①設備機器の老朽化 

 

 

 

 

 

 

配管設備に劣化が見られる       設備機器に劣化が見られる      屋外の機械設備に劣化が見られる

（旧庁舎３階）                （新庁舎屋上）               （新庁舎屋上） 

②現行法規に適合していない（既存不適格）箇所 

 

 

 

 

 

  

排煙設備の不備が見られる       エレベータ扉に遮煙性能の不備が   防火シャッターに危害防止機構  

（旧庁舎議会委員会室）         見られる（新庁舎）             （※１）の不備が見られる 
※１：危害防止機構とは、防火シャッターが作動した際に、人と接触した場合に自動的に停止するための装置のこと 

③劣化及び腐食 

 

 

 

 

 

 

 

屋外手摺支柱に劣化が見られる    屋外手摺に劣化が見られる       外壁に浮き・汚だれが見られる 

（旧庁舎３階バルコニー）         （新庁舎屋上）               （旧庁舎） 
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４)耐用年数 

建築物の耐用年数とは「建築物またはその部分が使用に耐えなくなる状態（限界状態）に至るま

での年数」です。 

現在、耐用年数として一般的によく知られているのは、社会的耐用限界（経済性、機能の低下な

ど）に基づき物理的耐用限界（材料の経年劣化に伴う構造耐力の低下など）を考慮して設定したと

されている「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年３月３１日大蔵省令第１５号 

最終改正：平成１９年３月３０日財務省令第２１号）」があります。減価償却資産の耐用年数による

と、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造における庁舎（事務所）用途の耐用年数は５０年

としています。 

旧庁舎は昭和４５年６月に建設し、築後４３年経過しています。新庁舎は昭和５５年７月に建設

し、築後３３年経過しています。 

減価償却資産の耐用年数を超えたからといって、建物がすぐに使用できなくなるものではありませ

んが、築後４３年が経過している旧庁舎は劣化による著しい損傷もあり、大規模な改修を実施しな

ければ、今後安心して使用していくことは難しいと思われます。 
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（３）整備方法の比較 

これまでに検証した現庁舎の問題点を踏まえ、３パターンの整備方法を想定し、工事費を含め

た比較を行います。 

なお、概算工事費の算定にあたっては、現庁舎と同規模を前提条件としています。 

１． 全面建替え（旧庁舎及び新庁舎の建替えを行う） 

２． 全面改修（旧庁舎及び新庁舎の補強・改修を行う） 

３． 旧庁舎建替え・新庁舎改修（旧庁舎の建替え、新庁舎の補強･改修を行う） 

 

 
・庁舎規模は現状規模の約 8,908 ㎡（新庁舎 6,197 ㎡、旧庁舎 2,711 ㎡）を想定  

・建築工事費を 350,000 円／㎡、解体工事費 40,000 円／㎡と仮定           

・外構工事や設計委託等の費用は含まない 

 

 

職員、来庁者、第三者、建物の４つの視点から現庁舎の問題点を整理した結果では、経年劣化

による著しい損傷や、現行法規に適合していない部分、バリアフリー化への対応が困難であることが

判明しました。 

特に、現庁舎の空調設備や給排水設備の経年劣化については、将来的に建替え等を含めた大

規模改修も視野に入れていたため、必要最低限の小規模な修繕工事に留めてきましたが、老朽化

による機能低下が現在も進行し、修繕費が増加しています。 

概算工事費の結果では、上記２の全面改修した場合が一番安価ではありますが、築後４０年以
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上経過している旧庁舎及び議場は、現行法規への適合やバリアフリー化への対応、特に旧庁舎と

新庁舎の２階での接続部分や議場傍聴席における段差解消を行うことは困難であり、建物の耐用

年数から見ても建替えを行うことが望ましいと考えられます。 

残った上記１の全面建替えと上記３の旧庁舎建替え・新庁舎改修を比較すると、概算工事費で

は上記３の方が工事費を大幅に低く抑えることができることから、新庁舎は、築後３０年以上経過し

ているものの、耐震補強や設備改修を行いできる限り使用していくことが望ましいと考えられます。 

よって、総合的に判断し、Ｈ２０年度における庁舎改修検討委員会での検討結果と同様、上記３

の旧庁舎建替え・新庁舎改修が最も有利であると考えられます。
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第２章 庁舎全体計画に係る基本方針 
 

２－１．庁舎全体計画に係る基本方針 

現庁舎の耐震診断及び改修調査結果、また現庁舎の抱える問題点をもとに庁舎全体計画の基

本方針を以下にまとめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 防災拠点としての庁舎 

東日本大震災のもたらした甚大な被害を教訓に、災害時において、防災拠点の中心となるよう、

庁舎建物の安全性と防災機能の充実、災害時にも機能できる整備環境の整った庁舎を目指します。 

 

①建物の高い耐震性と災害対策本部となる十分なスペースの確保 

・ 災害時に被災状況を把握することができる機器の設置を検討します。災害時に災害対策本部とな

る会議室を設置し、平時は市民開放できる多目的スペースとして整備を行います。 

 

 

 

 

 

災害対策本部のイメージ       多目的利用できるスペースのイメージ 

 

・ 災害時の対応として発電機設備を設置し、災害時において災害対策本部、消火栓ポンプ、給

水ポンプ、排水ポンプ、非常照明等の電源確保に利用します。 

 

・ 高い耐震性を確保するため、免震構造も検討します。また、什器備品の転倒防止など２次災

害対策の検討を行います。 

 

②災害時に的確な情報収集・整理・伝達や迅速な指示ができる防災インフラと防災機器の整備 

・ 給水設備の受水槽は、耐震性に優れた構造を採用します。また、災害時における水の流出を

防止し、確保できるよう緊急遮断弁の採用を検討します。 
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・ 雨水利用を考慮した貯留槽を設け、災害時の水源確保を図る検討をします。 

 

・ 外部駐車場部分を利用した防災トイレ設置の計画を検討します。また、自家発電燃料の備蓄、

ソーラー発電等の設備を検討します。 

 

 

 

 

 

 
マンホール型防災トイレのイメージ       ソーラー発電のイメージ（立川市庁舎） 

 

・ 災害時においても継続したガス供給の維持ができるよう、耐震性に優れた中圧ガス管の採用

を検討します。 

 

・ 停電対応型のガスヒートポンプを空調熱源に一部利用することで、災害・停電時における空調

バックアップも可能な計画を検討します。 

 

 

２． 市民サービスとユニバーサルデザインに配慮した庁舎 

ユニバーサルデザインやわかりやすいサインを採用し、誰にとっても利用しやすい庁舎とし、高齢

者や障害者などを含む、すべての来庁者にとって利便性の高い窓口空間の実現を目指します。 

 

①ユニバーサルデザインの採用 

・ 高齢者や障害者などにも利用しやすい空間となるように、フラットな床の採用やオストメイト（人

工肛門や人工ぼうこうを使用されている方）対応の多機能トイレの設置、子どもから高齢者ま

で安全に階段を利用できるよう十分な通路幅と二重手摺の設置を検討します。 

 

 

 

 

 

多機能トイレのイメージ              オストメイトマークの表示      二重手摺のイメージ 

（福生市庁舎） 

 

・ 多機能トイレに呼び出し装置の設置を検討します。また音声誘導装置や館内音声案内システ

ムの採用を検討します。 

 

 

 

                                呼び出し装置のイメージ 
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②市民の利用しやすい窓口空間 

・ 市民利用の多い窓口機能を１階に集約配置し、利便性の向上を図ります。市民利用ゾーンと

執務ゾーンの明確なゾーニングを行い、動線の交錯を避ける計画を検討します。 

 

 

 

 

 

窓口機能の１階集約配置イメージ 

 

・ ユニバーサルデザインを採用し、より効果的なサインや案内表示の設置を計画します。 

 

 

 

 

 

わかりやすいサイン計画のイメージ   案内表示板のイメージ（立川市庁舎） 

(福生市役所) 

 

・ 休憩コーナーや自動販売機を設置し、市民サービスの向上を図ります。 

 

・ 採光・換気・通風を考慮した設計を行うとともに、シックハウス対策に配慮した計画を検討しま

す。 

 

３． 市民活動の場として開かれた庁舎 

市民に開かれた庁舎を目指し、市民開放できるスペースの計画を検討します。市や各種団体の

情報発信、情報交流の場として整備を行い、市民協働の施設となる庁舎を目指します。 

 

①多目的に利用できる議場やロビー 

・ 催事や式典などの多目的利用もできるように、レベル差のないフラットな床を採用し、必要に応

じて市民にも利用可能となる整備を検討します。 

 

 

 

 

 

多目的利用できる議場のイメージ（千代田区役所） 
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②「開かれた議会」を目指す配慮 

・ 「開かれた議会」を目指し、誰もが訪れやすい傍聴席を整備するほか、議会の状況をわかりや

すく伝える議会設備の導入を検討します。 

 

③市民の自主活動を支える行政との情報交流の場 

・ 市民ボランティアやＮＰＯ等と連携し、市民との協働を深めるため、市や各種団体の情報発信

や意見交換の場としての整備を計画します。 

 

・ イベント情報公開等において、誰もが見やすい表示掲示板の導入を検討します。 

 

４． 経済的で環境に配慮した庁舎 

快適で安全な室内環境の整備と省エネルギー化を目指し、自然エネルギーを活用した環境に

優しい庁舎を目指します。 

 

①ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）の縮減 

・ 快適で安全な室内環境と省エネルギー化を目指し、各種機器の運転状況をモニタリングし、

記録や制御を行うビル管理システムの導入を検討します。 

 

・ 庁舎の各種設備には、コージェネレーションシステム、高効率機器や長寿命機材の採用を検

討し、導入時のイニシャルコストのほか更新までに掛かるランニングコストも念頭においた比較

検討を行い、ＬＣＣの縮減に配慮します。 

 

 

 

 

 

コージェネレーションステムイメージ 

・ 衛生器具、水栓類は節水機能が付いた器具を優先的に採用します。また高効率・長寿命の

設備機器の採用を検討します。 

 

・ トイレ、給湯室、更衣室等は人感センサーを積極的に採用します。共用部分については、LED

照明を採用します。 
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②自然エネルギーの活用 

・ 快適で健康的な空間とするため、太陽光・地中熱・風力などの自然エネルギーを活用し、環

境に優しい低炭素化に配慮した庁舎を目指します。 

 

・ 自然エネルギーの活用を積極的に行うとともに、自然エネルギー使用状況などの表示を来庁

者に見えるシステムを計画します。 

 

 

 

 

 

自然エネルギー使用量の表示イメージ 

（立川市庁舎） 

 

５． 将来変化に対応できる庁舎 

高度情報化への対応やセキュリティ機能の向上などのほか、職員にとって快適で働きやすい執

務環境の実現を目指します。 

 

①高度情報化に対応した執務空間 

・ 情報管理機能の向上のため、システムサーバーの集約化を検討します。 

 

・ ＯＡ機器の移動・更新に対応するため、床のＯＡフロア化を計画します。 

 

②セキュリティ機能の向上 

・ 情報保持のため、執務室におけるセキュリティ対策の強化を目指します。 

 

③働きやすい環境づくり 

・ 市民ニーズの変化や行政組織の改正に伴う将来的なレイアウト変更を見据え、執務室や書

庫・倉庫・収納の適切な配置を検討し、いつでも働きやすい執務環境整備に配慮します。 
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第３章 庁舎整備に係る基本条件 
 

平成２０年度の袖ケ浦市庁舎改修検討委員会において、旧庁舎耐震診断と新庁舎耐震診断及

び改修調査をもとに検討を行い、新庁舎については耐震補強と設備改修で対応することが望ましい

との基本方針をまとめました。この方針を参考に、今回の庁舎整備計画においても庁舎問題点の

洗い出しや比較検討を行いましたが、整備費等を踏まえると新庁舎は補強及び改修を行うことが望

ましいとの結果となっています。 

この結果をもとに、整備に関わる基本条件として「敷地・庁舎規模・整備手法」の検討を行いま

す。 

 

３－１．敷地の検討 

第１章 １－２．庁舎整備の方向性においては新庁舎を活かしながら整備を行うことが望ましいと

の結果が出ましたが、東日本大震災では津波による被害が大きかったことから、東京湾に面する本

市において、現在の敷地に問題はないのかを含め再度検証します。なお、庁舎建設場所として現

敷地と他の市有地についての比較検討も行います。 

 

（１） 建設位置の条件 

庁舎整備において、適切な敷地の検討を行います。建設位置の条件としては、早期性、安全性、

経済性、利便性、周辺環境、必要面積、法令適合性に留意する必要があります。 

■建設位置の条件 

条 件 検討項目 

早 期 性 
●土地について事業着手が早期に可能であるか 

安 全 性 
●地形、地盤、周囲の状況（道路、河川他）は適切であるか 

経 済 性 
●ライフライン（電気、ガス、水道）の整備状況 

●用地取得の有無 

利 便 性 
●道路、交通機関の整備状況 

●市内、市外からのアクセスの状況 

周 辺 環 境 
●敷地周辺の都市環境（公共施設、公益施設、金融機関等） 

●袖ケ浦市総合計画、都市マスタープラン、他の施策上での位置付け 

必 要 面 積 
●建物と付属施設、駐車場を確保できる十分な敷地面積があるか 

法令適合性 
●関係法令に適合した建設が可能か 

（都市計画法、建築基準法他） 
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（２） 敷地の概要 

現庁舎敷地の概要を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 袖ケ浦市坂戸市場１－１ 

用途地域 
第二種住居地域 

（職員駐車場、備蓄倉庫は市街化調整区域） 

敷地面積 ２５,１５９．８６㎡（市街化調整区域５,９９６．６３㎡を含む。） 

標高  ２．７ｍ 

所有者  市有地 

現在の土地利用状況 現庁舎 

人口重心からの距離（※１） 約３,２５０ｍ 

・袖ケ浦市民会館まで：約１,０５０ｍ 

・袖ケ浦駅まで：約７００ｍ 

・千葉銀行・千葉興業銀行袖ケ浦支店まで：約７３０ｍ 

・千葉信用金庫まで：８０ｍ 

・袖ケ浦郵便局まで：約９８０ｍ 

・木更津警察署まで：約８，６００ｍ 

公益施設との距離 

・袖ケ浦市消防本部まで：約１,７５０ｍ 

・アクアライン高速バス袖ケ浦ターミナルまで：２,０００ｍ 

※１ 人口重心は、平成１７年度国勢調査によると、北緯３５度２５分３７秒、東経１４０度０分２秒であり、袖ケ浦市飯

富（袖ケ浦公園上池の北側）に位置します。現庁舎敷地は、北緯３５度２５分４８秒、東経１３９度５７分１６秒です。
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（３） 法的条件の整理 

現庁舎敷地の法的条件を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

敷地面積 
２５,１５９．４９㎡ 

（市街化調整区域５,９９６．６３㎡を含む。） 

建物用途 
事務所（庁舎） 

（市街化調整区域は職員駐車場、備蓄倉庫） 

用途地域 

第二種住居地域（※１） 

（以前は、第一種住居地域(※2)） 

市街化調整区域 

建蔽率 ６０% 

容積率 ２００% 

指定無し 
防火地域 

建築基準法 第２２条指定区域（※３） 

高度地区 

第二種高度地区(※４) 

（（北側）立上り１０ｍ以上は範囲２０ｍまで勾配１．２５、  

２０ｍ以上は勾配０．６） 

適用距離 ５～１０ｍ １０ｍ以上 
日影規制（※５） 

時間 ４ｈ又は５ｈ ２．５ｈ又は３ｈ 

適用距離 ２０ｍ 
道路斜線 

勾配 １．２５ 

適用距離 ２０ｍ 
隣地斜線 

勾配 １．２５ 

斜線規制 

北側斜線    

※１ 建築基準法上、第二種住居地域においては、庁舎(事務所)用途に対する面積制限がない。 

※２ 建築基準法上、第一種住居地域においては、市本庁舎の建設は、床面積３,０００㎡を超えてはならない。よって

現状の庁舎は用途地域における既存不適格（現行法令に適合していない状態）に該当していた。 

※３ 第２２条指定区域とは、屋根の不燃化等により、火災による延焼の防止を図る目的で指定された区域のこと。 

（袖ケ浦市内は全域が第２２条指定区域に該当。） 

※４ 高度地区とは、北側敷地への日照や圧迫感に対しての建物の高さ 

制限を定めたもの。現庁舎敷地は第二種高度地区(（北側）立上り 

１０ｍ以上は敷地境界線から２０ｍの範囲まで勾配１．２５、２０ｍ以上 

は勾配０．６)に該当する。 

※５ 日影規制とは、敷地境界線から設定した適用距離の範囲に一定時間 

以上の日影を生じさせないように建築物の形態を制限したもの。 
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（４）現敷地の検討 

建設位置の条件における検討項目をもとに、現庁舎敷地の適合性を検討します。 

■現庁舎位置での検討          （評価：◎大変適している ○適している △対策が必要） 

条 件 検 討 結 果 評 価

早 期 性 ・新たな用地取得の必要性がないため、早期着手が可能 ◎ 

安 全 性 
・地盤が安全である（※１） 

・津波の影響が低い（※２） 
○ 

経  済  性 

・新たな用地取得の必要性がない 

・現庁舎を利用しながらの建替えが可能なため、仮設庁舎を設置しなく

ても建設可能 

・新たなライフラインの整備が不要 

◎ 

利 便 性 

・市民にとって慣れ親しんだ土地である 

・庁舎周辺道路の整備（※３）を計画しているため、通常のアクセスに加

え、東京湾アクアラインによる首都圏へのアクセス向上が見込まれる 

・現敷地内に震災対策備蓄倉庫があることや、庁舎周辺道路が緊急

輸送道路に指定されていることから、災害時の応急対策において迅

速な対応が可能（※４） 

・市の人口重心からの距離が３Kｍ程度 

◎ 

周 辺 環 境 
・公益施設（JR袖ケ浦駅、市民会館、消防署、金融機関、郵便局）との

距離が近い 
◎ 

必 要 面 積 ・敷地面積が２５，０００㎡以上あり、必要十分な面積を有している ◎ 

法令適合性 

・用途地域上法令に適合している 

（平成２４年１０月袖ケ浦駅海側地区等の用途地域等の変更に併せ、

第一種住居地域から第二種住居地域への用途地域変更を行ったこ

とにより用途地域上法令に適合している。） 

◎ 

※１ 新庁舎の地質調査結果によると、現敷地での地下水位面は地表から１．４ｍ～１．５ｍのところにあり、表層の

盛土面より下部１．５ｍ～５ｍ位は粘土、シルト混じり細砂～シルトとなり、含水状態も中位です。建物の支持

層は５ｍ～１６ｍの間の細砂となっています。この部分に関しては、含水率が比較的大きいが、地盤耐力を示

すＮ値は６０～１００と極めて締まった地盤にあり、液状化の可能性は低く、現庁舎が直接基礎としていることか

らも安全な地盤であるといえます。 

 

※２ 平成２４年４月２５日（修正版６月１２日）に千葉県から発表された「津波に関する調査結果」より、本市への最

大津波高はＴＰ（東京湾平均海面）２．４ｍであり、現敷地の標高が２．７ｍであることから、重要機器を上層階

へ移設するなど浸水に備えた対策を行うことで、影響は少なくなるものと考えられます。 
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※３ 高須箕和田線、西内河根場線や中野畑沢線の建設により、東京湾アクアラインへのアクセス向上が見込まれ、

館山自動車道、首都圏中央連絡自動車道といった広域幹線道路網の結節点にも位置していることから、地

理的優位性があります。また、袖ケ浦駅海側地区へと通じる高須箕和田線の建設と併せ、庁舎周辺道路の整

備を計画しています。 

 

※４ 緊急輸送道路 

 

（１）千葉県の指定する緊急輸送道路 

 
 ■緊急輸送ネットワーク図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①１次路線（交通規制対象道路） 

・東関東自動車道館山線  ・東京湾横断道連絡道  ・国道 16号  ・国道 409 号  ・国道 410 号 

・主要地方道千葉鴨川線 

 

②２次路線 

・主要地方道袖ケ浦中島木更津線 
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（２）袖ケ浦市地域防災計画（Ｈ２０年度改訂）で指定する緊急輸送道路 

 

袖ケ浦市地域防災計画（抜粋） 

 

緊急輸送路図 

【市域】 

緊急輸送路図 

【市役所周辺】 
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（５）その他敷地の検討 

現在、市の保有している一定規模以上の土地について、庁舎整備計画における適合性を別表

（次頁）のとおり比較検討しました。 

市有地のほかに、新たに建設地を取得する方法もありますが、用地取得に多額の費用が必要と

なるほか、庁舎の移転には、地方自治法第４条第２項（※１）の規定にしたがって手続きを進める必

要があり、建設地決定には時間が掛かります。 

※１ 地方自治法  

第４条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければ

ならない。 

２ 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当たっては、住民の利用に最も便利であるように、交通の

事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。 

３ 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二

以上の者の同意がなければならない。 
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■その他の市有地での比較検討 

項  目 ①学校用地（代宿） ②学校用地、保育所用地（のぞみ野） ③運動広場用地（奈良輪） ④現庁舎敷地 

所在地 代宿 100-1、265-4、285-2、285-4、294-3 
学校用地：のぞみ野 10-1、10-3 

保育所用地：のぞみ野 10-2  

運動広場用地：奈良輪 2530-1～2530-6、

2531-1～2531-5、2531-9、2532-5 

公共用地：奈良輪 394-1､2､395-1､400､401 

坂戸市場 1-1、27～30 

敷地面積 

(必要面積地積15,000㎡以上) 
17,095.26 ㎡ 

22,341 ㎡ 

（学校用地：20,041㎡+保育所用地：2,300㎡）

12,544 ㎡ 

（運動場用地：9,481 ㎡+公共用地：3,063 ㎡） 
25,159.86 ㎡ 

所有者 市有地 

現在の土地利用状況 未利用地 
学校用地 ： サッカー場 

保育所用地 ： 未利用地 
未利用地 現庁舎 

人口重心からの距離 約 4,650ｍ 約 2,850ｍ 約 2,500ｍ 約 3,250ｍ 

用途地域 

第一種中高層住居専用地域 

（一部第二種住居地域、市街化調整区域） 

第一種高度地区 

第一種住居地域 

第二種高度地区 
市街化調整区域 

第二種住居地域 

（職員駐車場は市街化調整区域） 

第二種高度地区 

標高 44.4ｍ 53.5ｍ 3.8ｍ 2.7ｍ 

早期性 
・用途変更やライフラインの整備に時

間がかかる 
△ 

・用途変更やライフラインの整備に時

間がかかる 
△

・用途変更やライフラインの整備に時

間がかかる 
△ 

・新たな用地取得の必要性がないた

め、早期着手が可能 
◎

安全性 
・地盤調査が必要 

・津波による浸水の影響はない 
◎ 

・地盤調査が必要 

・津波による浸水の影響はない 
◎

・地盤調査が必要 

・津波による浸水の影響が低い 
○ 

・地盤が安全である 

・津波による浸水の影響が低い 
○

経済性 

・進入路部分の用地取得が必要 

・新たなライフラインの整備が必要 

・仮設庁舎が不要 

△ 

・道路拡幅に伴う用地取得が必要 

・新たなライフラインの整備が必要 

・仮設庁舎が不要 

△

・進入路部分の用地取得が必要 

・新たなライフラインの整備が必要 

・仮設庁舎が不要 

△ 

・新たな用地取得の必要性がない 

・新たなライフラインの整備が不要 

・仮設庁舎が不要 

◎

利便性 

・進入路の用地取得及び造成工事が

必要 

・人口重心からの距離が約 4.6km 

△ 

・敷地までのアクセスが不十分のため、

改善が必要である 

・人口重心からの距離が約 2.8km 

△

・進入道路の拡幅及び造成工事が 

必要 

・人口重心からの距離が約 2.5km 

△ 

・市民にとって慣れ親しんだ土地である

・将来の周辺道路整備により、庁舎へ

のアクセスが改善される 

・人口重心からの距離が約 3km 

◎

周辺環境 ・各公益施設との距離が遠い △ ・各公益施設との距離が遠い △ ・各公益施設との距離が割と近い ○ ・各公益施設との距離が近い ◎

必要面積 
・必要面積は満足しているが、配置計

画上での検討が必要 
○ ・必要十分な面積を有している ◎

・敷地面積が不足している 

・土地の形状が不整形である 
△ ・必要十分な面積を有している ◎

検
討
項
目 

法令適合性 ・用途変更を行う必要がある △ ・用途変更を行う必要がある △

・市街化調整区域であり、建設は 

県の開発審査会での審議となるが、 

提案基準にないため承認は難しい。 

△ ・適合している ◎

総合評価 

市の保有している一定規模以上の土地について、庁舎整備計画における適合性を上記のとおり比較検討した結果、早期性・経済性・利便性･法令適合性の面から現庁舎敷地が最も望ましいと言え

ます。新たに建設地を取得する方法もありますが、用地取得、インフラ整備に多額の費用が必要となるほか、庁舎の移転には、地方自治法第４条第２項(※１)の規定にしたがって手続きを進める必要が

あり、建設地決定には時間が掛かります。 

 ※１：地方自治法 第４条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 

                ２ 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当たっては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。 

                ３ 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。
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（６）検討結果 

現敷地は、庁舎に必要な条件をほぼ満たす場所にあり、防災拠点として早期に庁舎整備を行う

必要があることやできるだけ費用を抑えて経済性の高いものとすることを踏まえると、現敷地での整

備が適切であるといえます。 

津波や浸水については、県からの発表によると大きな影響はないと思われますが、基本・実施設

計時に、不測の事態を想定した対策を練り、万全の体制を敷くことで安全性を高めることが可能で

す。 

また、現敷地は、用途地域上既存不適格に該当していましたが、平成２４年１０月に用途地域を

変更したことで、現行法規に適合した用途地域となり、既存不適格が解消されています。 

その他の市有地については、比較検討の結果、用途変更やライフラインの整備が必要であり、庁

舎整備の早期性や経済性を踏まえると、現敷地よりも適しているものはありませんでした。 

一方、市有地以外の土地については、庁舎整備に適した用途地域であることや十分な敷地面積

が必要であること、土地の取得及び整備費用を考慮すると、庁舎建設について法令に適合し、相

応の面積を有する土地を探すことは困難です。 
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３－２．規模の算定 

 

（１）算定方法 

庁舎に必要となる規模の算定には、地方債算定基準（総務省）を用いた面積算定のほか、現在

の庁舎規模に要望を積上げた面積算定、他市における庁舎面積の事例をもとに検証します。 

 

 

（２）算定条件 

庁舎規模を算定するにあたり、将来人口や職員数を以下のように設定します。 

 

想定人口 約 ６４，０００人 

想定職員数 ６１６人 （うち、本庁舎勤務 ３６１ 人） 

議員数 ２４人  

 

■想定人口 

現在の本市人口は、約６１，５００人です。袖ケ浦市総合計画では、基本構想の目標年次である

平成３１年度の目標人口を約６４，０００人（※１）としています。 

現在、庁舎整備時期を平成３０年度前後と想定しており、基本構想の目標年次とほぼ同時期に

あたり、その後については現在の少子高齢化傾向から急激な人口増加は考えられないため、規模

算定にかかる将来人口は約６４，０００人とします。 

 

※１  計画策定時（平成２１年度）に人口減少社会の到来を受け、出生率等に基づく推計では平成２２年度をピー

クに減少が予想される状況にありましたが、袖ケ浦駅海側土地区画整理事業や市内で顕著になっている宅

地開発等による人口増加が見込まれることから、目標人口を約６４，０００人としています。 
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■想定職員数 

現在の職員数を以下に示します。 

（平成２４年４月現在） 

 

 

現在の職員数は６２３人であり、そのうち現庁舎に勤務する職員数は３６１人です。 

平成２２年度に策定された「袖ケ浦市定員適正化計画」では、平成２７年４月の職員数を６１６人と

していますが、組織の大幅な再編がない限り、平成２７年４月以降においても、本庁舎勤務職員数

は現在と大きく変わらないと想定されることから、庁舎整備完了時の職員数（本庁舎：勤務配置対

象となる各部署の職員）を３６１人（※２）とします。 

 

※２  将来人口の増加による職員数の増加も考えられますが、事務の効率化や、ＯＡ化、職員の適正配置により現

状人数での対応が可能であると考えられます。 

 

■議員数 

議会関係施設の算定に用いる職員数については、現在数（２４人）とします。 

 

 

 

 

（３）規模の検証 

以上の条件を踏まえ、各々の検証方法により庁舎規模の算定を行います。 

 

①地方債算定基準による検証 

②要望積上げによる検証 

③他市事例による検証 

 

 

 

 

 

 

 

本庁舎(水道局を含む、特別職３人を除く） ３６１

出先（保育所、幼稚園、派遣含む） １３３ 

消防 １２９ 

合計 ６２３ 
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① 地方債算定基準（総務省）による検証 

地方債算定基準については、地方債を利用して庁舎整備を行う場合の起債の標準面積であり、

平成２２年度で廃止となっていますが、過去においての庁舎整備における基準とされていたことから、

今回の庁舎整備においても算定を行います。 
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② 要望積上げによる検証 

現庁舎延床面積は、約８，９００㎡です。要望積上げ面積については、市民利用の中心となる窓

口スペースや、各部署の執務スペースの現在の状況と、来庁者への窓口アンケートや各部署への

庁内アンケートによる結果をもとに現庁舎延床面積に積上げを行い、庁舎規模の算定を行います。 
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③ 他市事例による検証 

他市事例として、人口が同規模の福生市と白井市の庁舎規模等を以下に示します。 

 

  
現況の 

延床面積（㎡）
現況規模 

計画中の 

延床面積（㎡） 
人口（人） 

福生市（Ｈ２４.５) １０，２２８ 地上５階 地下１階  ５９，４２７

白井市（計画中） ８，９９７ 地上８階 地下１階 １０，０００ ６１，７８０

袖ケ浦市 ８，９０８ 地上７階 地下１階  ６１，５００

 

 

 

（４） 算定結果 

各算定方法による結果をみると、約１０，０００㎡から１１，０００㎡程度となっていることから、本市

庁舎に必要な面積規模は約１０，０００㎡～１１，０００㎡程度が妥当であると考えられます。 
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３－３． 整備手法の検討 

 

（１）整備条件 

第１章 １－２．庁舎整備の方向性において、事業方法を比較した結果、既存旧庁舎は建替え、

既存新庁舎は補強及び改修を行うことが望ましいとの方向性を示しています。 

この方向性に基づき、庁舎を整備するための条件は以下のとおりです。この整備条件をもとに、

整備手法を検討します。 
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（２）整備手法の検討                                             （便宜上、建替え庁舎建設工事を「１期」、既存旧庁舎の解体に伴い、既存新庁舎との接続部分を改修する工事を「２期」と表記しています。） 

※１：２期分の建設の必要性については、P.34（１）整備条件1-1による。 

※２：新庁舎は昭和５６年の新耐震基準以前に建設されたものであり、現行法規には合致していないため構造上の既存不適格に該当する。新庁舎に増改築を行う場合には、建築基準法の規定により増改築を行う部分の面積に制限が生じる。 

項目 Ａ案 Ｂ案 Ｃ案 Ｄ案 

ゾーニング 

イメージ図 

 

    

手法 敷地南側に既存新庁舎と一体で建替える 敷地南側に既存新庁舎と別棟で建替える 敷地北側に既存新庁舎と一体で建替える 敷地北側に既存新庁舎と別棟で建替える 

整備順位 

①既存新庁舎の耐震補強 

②仮設庁舎の建設、旧庁舎（議場）機能を仮

設庁舎へ移転 

③旧庁舎（議場）解体及び１期分を建設 

④１期完成後既存新庁舎の改修 

⑤改修後に旧庁舎解体 

⑥旧庁舎跡地部分に２期分を建設（※１） 

⑦外構を整備し、工事完了 

①既存新庁舎の耐震補強 

②仮設庁舎の建設、旧庁舎（議場）機能を仮

設庁舎へ移転 

③旧庁舎（議場）解体及び１期分を建設 

④１期完成後既存新庁舎の改修 

⑤改修後に旧庁舎解体 

⑥旧庁舎跡地部分に２期分を建設（※１） 

⑦外構を整備し、工事完了 

①既存新庁舎の耐震補強 

②議場を含む旧庁舎機能を１棟に集約して 

建設（１期分）   

③１期完成後、旧庁舎機能を移転 

④既存新庁舎の改修(設備関係) 

⑤議場含む旧庁舎解体 

⑥旧庁舎跡地部分に２期分を建設（※１） 

⑦外構を整備し、工事完了 

①既存新庁舎の耐震補強 

②議場を含む旧庁舎機能を１棟に集約して 

建設(１期分)   

③１期完成後、旧庁舎機能を移転 

④既存新庁舎の改修(設備関係) 

⑤議場含む旧庁舎解体 

⑥旧庁舎跡地部分に２期分を建設（※１） 

⑦外構を整備し、工事完了 

来庁者の利便性 
利便性が向上する 

・１階床面積の拡張が可能となり、窓口業務の集

約化が可能 

◎ 
利便性の向上は少ない 

・１階床面積の拡張が可能であるが、窓口スペ

ースが分棟化もしくは積層化される 

△
利便性が向上する 

・１階床面積の拡張が可能となり、窓口業務の

集約化が可能 

◎ 
利便性の向上は少ない 

・１階床面積の拡張が可能であるが、窓口スペ

ースが分棟化もしくは積層化される 

△

合理的な 
業務スペース 

業務の効率化が図れる 

・建替え庁舎と１．２階での接続となるため、業務

の連携を図りやすい 

○ 

業務の効率化が図りにくい 

・建替え庁舎と分棟されるため、業務機能が二分

化される 

△

業務の効率化が図れる 

・建替え庁舎と既存新庁舎との接続がしやすく、

業務の連携が最も図りやすい 

◎ 
業務の効率化が図りにくい 

・建替え庁舎と分棟されるため、業務機能が二分

化される 

△

防災拠点としての 
機能性 

機能性が確保しやすい 

・災害時に庁舎内の移動・連絡等が図れるが、

１・２階のみでの接続となる。 

○ 

機能性が確保しにくい 

・建替え庁舎と分棟されるため、庁舎間の連携に

時間がかかる 

△

機能性が確保しやすい 

・災害時に庁舎内の移動・連絡等が図りやすく、

必要階での接続が可能 

◎ 

機能性が確保しにくい 

・建替え庁舎と分棟されるため、庁舎間の連携

に時間がかかる 

△  

効率的な 

敷地利用 

敷地利用に難がある 

・駐車場が北側配置となり南面エントランスから 

遠くなる 

・来庁者用駐車台数（現在220台）は160台程度

になる 

・仮設庁舎を設置した場合、工事中の駐車場確

保に対策が必要 

・将来の周辺道路計画により東側道路が拡幅さ

れるため、東側の駐車場の確保が困難 

× 

敷地利用に難がある 

・駐車場が北側配置となり南面エントランスから

遠くなる 

・来庁者用駐車台数（現在220台）が160台程度

となる 

・仮設庁舎を設置した場合、工事中の駐車場確

保に対策が必要 

・将来の周辺道路計画により東側道路が拡幅さ

れるため、東側の駐車場確保が困難 

×

効率的な敷地利用が可能 

・駐車場がエントランスから近い位置に確保可能 

・来庁者用駐車台数（現在220台）が200台程度

となる 

・将来の周辺道路計画により東側道路が拡幅し

ても影響が少ない 

 

○ 

敷地利用の検討が必要 

・駐車場がエントランスから近い位置に確保可能 

・来庁者用駐車台数（現在220台）が170台程度

となる 

・1階床面積を大きくとることにより、駐車場スペー

スが小さくなる 

・将来の周辺道路計画により東面道路が拡幅し

ても影響が少ない 

 

△

建て替え棟の規模 
面積制限あり 

・構造上の既存不適格（※２）により、建替え面積

に制限が生じる 

△ 
面積制限なし 

 
○

面積制限あり、高さ制限あり 

・面積：構造上の既存不適格（※２） 

・高 さ：第二種高度地区（４階建て程度） 

△ 
面積制限なし、高さ制限あり 

・第二種高度地区により、建物の高さに制限が生

じる。（４階建て（屋上機械置場）程度となる。） 

△

建設コスト 仮設庁舎の必要性が高い △ 仮設庁舎の必要性が高い △ 仮設庁舎の建設費が不要 ◎ 仮設庁舎の建設費が不要 ◎

総合評価 来庁者への利便性は高まるが、仮設庁舎の

必要性が高く、建設コストも高くなる。 
△ 仮設庁舎の必要性が高く、建設コストも高く

なるため、建替えによるメリットが少ない。 
× 来庁者の利便性や防災拠点としての機能

の確保等、建替えによるメリットが多い。 
◎ 来庁者の利便性や業務スペースの効率化

が低く、建替えによるメリットが少ない。 
△
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＜検討結果＞ 

比較検討した結果、現敷地と隣接道路の関係や将来の周辺道路整備計画を考慮すると、駐車

場は東側から南側に確保することが望ましいと考えられます。また、職員や来庁者の利便性を考慮

すると、建替え庁舎と既存新庁舎は接続して一体的に利用できる計画とすることが、より機能的で

あることから、Ｃ案での整備が最も適切であると考えられます。 

現在、来庁者用駐車場は２２０台分確保しており、Ｃ案で整備した場合、約２００台と１割程度減

少することとなりますが、これまで満車となる機会も少なかったことから、影響は小さいものと思われ

ます。 

 

（３）既存不適格の問題 

前述のとおりＣ案による整備が最もよいと考えられますが、既存新庁舎は構造上の既存不適格建

築物（※１）に該当するため、既存新庁舎に接続して建替えを行う場合には、建築基準法の規定に

より建築可能な面積に制限があります。 

具体的な算定は、以下のとおりです。 

 

【建替え可能面積の算定】 

現庁舎延床面積                建替え可能面積 

８,９０８．４７㎡  ×  １／２  ＝   ４,４５４．２３㎡ 

 

よって、Ｃ案における整備面積の上限は、 

 

既存新庁舎面積      建替え可能面積       上限延床面積 

６，１９６．８８㎡  +  ４，４５４．２３㎡  ＝    １０,６５１．１１㎡ 

 

算定の結果、既存新庁舎に接続して建替えを行う場合には、約１０，６００㎡が上限面積となりま

すが、ほぼ本市庁舎に必要とされる面積を満たしています。 

 

※１:構造上の既存不適格建築物 

建築基準法改正により現行の技術的基準に適合しなくなった建物は、違反建築物ではなく、従前の基準には適

合していたことから｢既存不適格建築物｣となります。既存新庁舎は構造の技術的基準に適合しない既存不適格建

築物であり、増築・改築を行う場合は、既存遡及することが不可能なため、緩和を受ける条件として現庁舎の耐震

補強を行うことにより、増築・改築が可能となりますが、既存建物と一体で整備する場合には増築面積に上限が課せ

られます。 
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第４章 庁舎整備に係る詳細検討 
４－１．建物配置計画の検討  

■配置イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物の位置関係 

・既存旧庁舎、既存新庁舎での業務を継続しながら、建替え庁舎（１期）の建設工事を行い、完

成後に既存旧庁舎を解体し、現在の既存旧庁舎と既存新庁舎と結ぶ接続部分を再整備【建

替え庁舎（２期）】することで、仮設庁舎が不要な計画を検討します。 

・建替え庁舎（１期）を既存新庁舎の北側に配置することで、既存新庁舎と必要階で接続可能な

計画とします。 

動線計画 

・正門は東側道路の既存新庁舎及び建替え庁舎（１期）の正面に設け、車や駅からの歩行者に

最もわかりやすい位置に計画します。 

・庁舎建物廻りに歩行者用通路を整備して車と人の動線を明確に分離し、敷地内の安全性を高

めます。 

・来庁者が目的の場所にアプローチしやすいように、市民出入口の複数配置を検討します。 

駐車場の配置計画 

・敷地東側、南側（旧庁舎跡地）に駐車場を集約し、必要台数、スムーズな動線、通路幅の十

分な確保ができるように検討します。 

・障害者駐車場を建物出入口に隣接して確保し、障害者が安心・安全に利用できるようにします。 

・敷地東側は将来の道路拡幅等の計画による影響が少なくなるよう外構計画、駐車場の配置を

検討します。 
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４－２．概略計画 

（１） 平面計画 

（窓口機能ゾーン・市民の交流スペースの計画）                    

・ 市民利用の多い窓口機能を１階に集約し、上下階の移動を減らすことで来

庁者の利便性を高めます。関連のある部署の近接配置など、配置計画にも

考慮した計画を行います。 

・ 市民出入口を複数に分けて設置することで、目的の場所へスムーズ

に移動できるようにします。 

・ 市民開放できる多目的スペースを計画します。 

・ 単純な動線計画や効果的なサイン計画、ユニバーサルデザインを採用し、

来庁者に優しくわかりやすい窓口空間を計画します。 

・ 市民交流ホールや待合ホールの設置を行います。 

 

（執務機能ゾーンの計画）                               

・ 関連性の高い部署の近接配置など、業務間の連携がとりやすく、職員

間のコミュニケーションが図りやすい配置計画を検討します。 

・ 組織の改編等に伴うレイアウト変更に対応しやすい計画を検討します。 

・ 会議室や打合せスペースの適切な配置計画を検討します。 

・ 来庁者の利用空間と執務空間を明確に区分し、スムーズな動線計画

を検討します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（災害対策本部スペースの計画）                              

・ 災害時に災害対策本部を設置することができる十分なスペースの確

保を計画します。 

・ 災害時に防災拠点の中心として機能できるよう、市長（災害対策本部

長）及び副市長（危機管理監）を各部署や災害対策本部との連携の

とりやすい位置に配置します。 

 

（議会関係ゾーンの計画）                              

・ 議場などの高い天井高を有する空間を建物上部に配置することで、

構造上の合理性を高めます。 

・ 委員会室や会議室、議員控室などは可動間仕切り壁の採用など、使

用目的に応じ柔軟に対応できる計画を検討します。 

 
（更衣室・倉庫等の計画）                                

・ 機械設備の更新により発生する既存新庁舎地下室の空きスペースを、

更衣室や倉庫として有効活用します。 

・ 各階に更衣室・倉庫等必要諸室の計画を検討します。 
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（２） 断面計画 

災害時の防災拠点としての整備計画や日常の執務機能の向上などを踏まえ、既存新庁舎と建

替え庁舎が一体となった計画とします。 

■断面イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(地下１階 ： 機械室、倉庫、更衣室等) 

・ 既存機械室の他、空きスペースを倉庫や更衣室として整備します。 

（１階 ： 窓口部門、市民交流スペース、多目的スペース） 

・ 市民利用の多い窓口部門の集約化や、市民交流ホール・待合ホールの配置を検討します。 

・ 災害対策本部や市民開放など有効に活用できる多目的スペースを計画します。 

（２階 ： 執務部門） 

・ 執務部門の他、災害時に防災機能の中心となる部署を配置し、各部署との連携がとりやすい

配置を計画します。 

・ 必要階での接続が可能なため、執務機能の連携を容易に図ることが可能です。 

・ 市長（災害対策本部長）や副市長（危機管理監）の執務室を、災害対策本部となる多目的ス

ペースと連携の図りやすい場所へ配置します。 

（３～４階 ： 議会部門、執務部門） 

・ 高い天井高を有する議場を建替え庁舎の高層部に配置し、構造上の合理性を高めます。また、設備

機器を建替え庁舎の高層部に設置することで、水害等の災害対策に配慮した庁舎を計画します。 

・ 組織の改編等に伴うレイアウト変更に対応しやすい計画を検討します。 

・ 既存新庁舎は執務部門を配置します。 

（５～７階 ： 執務部門） 

・ 執務部門の配置を計画します。 
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４－３．その他 

（１）構造計画 

１）耐震性について 

建替え庁舎 

・災害対策本部が確実に設置できる安全性を確保し、大規模な地震にも対応できるよう、建替え

庁舎の耐震安全性は、「官庁施設の総合耐震設計基準及び同解説」に基づき、分類上最も強

固である「Ⅰ類」「Ａ類」「甲類」（下表参照）を目指します。 

・官庁施設の総合耐震計画基準における「災害応急対策活動に必要な施設」としての耐震性を

踏まえ、免震構造についても検討します。  

・室内の機器・備品が地震の振動により転倒あるいは機能停止しないための対策を検討します。 

 

既存新庁舎 

・既存新庁舎の耐震安全性は、「官庁施設の総合耐震設計基準及び同解説」に基づき、「Ⅱ類」「Ａ

類」「甲類」を目指しますが、現存する庁舎ということもあり困難な点も予想されますが、基本・実施

設計時に詳細な検討を行って可能な範囲で対応していくこととします。 

・室内の機器・備品が地震の振動により転倒あるいは機能停止しないための対策を検討します。 

・制震構造や免震構造といった工法も含め、耐震補強方法を検討します。 
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２）既存新庁舎耐震補強について 

平成１９年度の耐震診断では、目標耐震補強性能（Ｉｓｏ≧０．７５）を下回り、１階から５階に補強

が必要であるとの結果でした。当時の補強計画案としては、執務室としての機能を確保するため、１

階から５階の各階に外付けの鉄骨補強ブレースを採用し、また１階の構造耐力を増加するため、既

存コンクリート壁部分にコンクリート増打ち壁を新たに設置するというものでした。 

今後は、耐震補強の基本・実施設計時に、執務における機能性や工事における施工性、設備機

器類との取り合い等を踏まえ、再度補強箇所や補強方法等を検討します。 

 

３）既存新庁舎減築について 

他の自治体では、従来の補強ではなく、建物の上層階を解体し、建物重量を減らし耐震性能を

確保する方法（減築）を検討している例があります。本市の既存新庁舎についても概略検討したとこ

ろ、６階から屋階までを減築することで、Ｉｓ値はＩｓｏ値（＝０．７５）を上回るということが判明しました。 

しかし、減築する場合、耐震補強工事費の削減以上に、解体工事費や減築した床面積分の建

設費が大きく上回ることや、日常業務を継続することが困難となることが予想され、メリットは少ない

といえます。 
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（２）設備計画 

１）設備計画の方針 

第２章 庁舎全体計画に係る基本方針をもとに、庁舎としての安全性・信頼性・快適性・省エネ

ルギー性に考慮した計画を行います。 

現庁舎を使用しながら工事を行うため、工事中も既設設備を使用できるように計画します。 

 

２）インフラについて 

浸水被害や災害対策機能等を考慮し、建替え工事に伴って電気室及び受水槽を新設し、引き

込みを行う計画とします。設備計画の前提条件となるインフラの詳細は以下のとおりです。 

・電力：三相３線６．６ｋｖ５０Ｈｚ高圧を新設電気室に引き込みます。 

・電話：一般公衆網及びＩＳＤＮ網より電話交換機室に引き込みます。 

・給水：給水本管１５０Ａより既設引き込み管５０Ａを利用し、新設受水槽へ供給します。 

・排水：汚水雑排水は公共下水本管２５０φへ放流します。雨水は水路へ放流します。 

 

３）空調方式の検討 

空調設備は、イニシャルコスト・ランニングコスト・環境問題・維持管理費・災害時の対応等を比較

検討し、建物ごとに最善と思われる空調方式を採用します。特に既存新庁舎の室内は、建設当時

よりもＯＡ機器による内部発熱が増加していると見込まれるため、現状の発熱量にあった室内空調

機器を選定します。 

また、既存新庁舎の改修方法として、完成した建替え庁舎へフロアごとに既存新庁舎の執務室

を移動し、空いたフロアから順次改修していくことで、仮設庁舎を建てることなく、日常業務を継続し

ながら改修することができます。 

減築工法のデメリット 

・小規模の補強工事で耐震性が確保できる場合、耐震補強工事費よりも、解体に伴う

工事費や不足した床面積分の増築建設費が上回り、コスト面でのメリットがない。 

・工事期間中の業務への影響がかなり大きい。（安全性、騒音、振動など） 

・解体に伴い、廃棄物が大量に出ることが想定される。 

・敷地内での通路確保や工事期間中の来庁者の安全性確保が必要である。 

・仮設庁舎が必要となる。 
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４）既存新庁舎改修について 

（トイレ） 

・ 改修計画は１階部分とその他各階の男子・女子トイレに分けて計画します。 

１階トイレは独立しており、下階が機械室のため、最初に工事を行います。２階から６階までにつ

いては、男子トイレ・給湯室と女子トイレのそれぞれの上下系統に分けて改修することで、メイン

配管・床下配管の改修が容易となり、工期短縮が図れます。 

７階のトイレは器具を更新済みなので給排水管の更新をします。 

・ 工事中は建替え庁舎のトイレや既存旧庁舎のトイレ等を利用して対応します。 

 

（その他給排水管更新） 

・ トイレ改修に伴い、給排水管の更新を検討します。 

 

（エレベーター） 

・ 既存新庁舎の地下機械室の模様替えに伴い、地下階へのアクセスを検討します。 

 

（ＯＡ床） 

・ 主に執務室内のＬＡＮ、電話、電源の配線等が床に露出しており、機器・備品の配置や移動の

障害となるため、ＯＡ床の採用を検討します。 
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（３）事業方式の検討 

公共施設の建設にあたっては、従来の直接建設方式のほか、施設設計・建設から維持管理、運

営にいたる一連の業務を民間事業者に委託し、その資金調達能力、経営能力、技術的能力を活用

するＰＦＩ方式などの事業手法もあります。 

庁舎建設においては、次のような事業手法が想定されます。 

 

①直接建設方式 

通常の公共事業の実施手法であり、市の財政資金を用いて設計、建設、維持管理及び運営 

業務について、それぞれ民間事業者へ委託・発注する方式です。 

②ＰＦＩ方式（Private Finance Initiative） 

ＰＦＩ法（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律）に基づき、民間事業

者が資金調達から設計・建設・維持管理及び運営業務に至るまでを一体的に行う事業手法です。 

③ＤBＯ方式（公設民営手法 Design Build Operate） 

ＰＦＩ方式と類似していますが、市が資金調達を負担し、民間事業者に設計・建設・維持管理及

び運営業務に至るまでを一体的に委託する方式です。市が資金調達するため、金融機関等のモ

ニタリング機能が働かない点でＰＦＩ方式と異なります。 

ＤＢＯ方式は、ＰＦＩ法に基づくものではありませんが、公平性・透明性を確保するためにＰＦＩ法に 

準じて事業実施することが望ましいといえます。 

 

事業方式それぞれに特徴があり、メリットやデメリットがあることから、今後、他の自治体の導入事

例を参考としてさらに比較検証を進め、本市の庁舎整備に最も適している事業方式を採用すること

とします。 
 

（４）概算工事費 

第３章 庁舎整備に係る基本条件での検討結果をもとに、既存旧庁舎は建替え、既存新庁舎は

補強及び改修を行った場合の概算工事費は以下のとおりです。 

 

旧庁舎建替え工事費 

既存新庁舎改修工事費 

旧庁舎解体工事費 

（4,400 ㎡） 

（6,197 ㎡） 

（2,711 ㎡） 

1,560,000

655,000

110,000

千円 

千円 

千円 

概算工事費 計  2,325,000 千円 

※庁舎規模は、約 10,600 ㎡を想定。 

※建築工事費を 350,000 円／㎡、解体工事費 40,000 円／㎡と仮定 
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第１章 庁舎整備の必要性（Ｐ１３）においても、概算工事費を比較していますが、建替え庁舎の

建築面積を２，７１１㎡から、必要面積である４，４００㎡として再計算すると、約２３億円となります。 

実際に再整備する際には、外構工事や設計委託等の費用が必要となることが想定されますが、

これらの費用については、基本設計の段階で算出します。 

 

（５）今後の予定 

これまでに発生した地震等の被害やその後の被災地における行政機関の役割を踏まえると、防

災拠点となる庁舎は、災害に強い防災体制を確立するために再整備することが不可欠です。 

また、これまでに経験したことのない東日本大震災の津波による浸水被害は、再整備に向けた

新たな課題となりました。現庁舎の敷地への津波による浸水は、最も被害状況が大きい場合であっ

ても、現敷地までは及ばないという予測があることから、安定した地盤を持つ現敷地での再整備は、

新たな用地取得を必要としない点で最も早期実現性が高く、その他交通利便性、経済性などの点

からも最も優位であるとの判断に至りました。 

そして、現敷地で再整備する場合、「既存旧庁舎については、抱える問題点を踏まえると解体し

て、その面積分プラス今後必要な機能分の面積を加え建替えとし、既存新庁舎は必要な耐震改

修や設備改修を施し、今後も継続して使用することが望ましい。」、との見解を庁内検討委員会に

て取りまとめました。 

この庁舎再整備への取り組みの根幹となるものは、「庁舎再整備による市民の安全と安心の確

保」です。 

この基本計画の主旨を広く市民の皆様に公開し、耳を傾けながら丁寧に説明すると同時に、災

害対策本部としての役割を担う庁舎は、早期に耐震改修が必要なことから、はじめに既存新庁舎の

耐震補強を準備していく予定です。 

その後、庁舎全体整備に向けて基本・実施設計へと進んでいきますが、その時勢にあわせ市民

の皆様とともに再度本計画を検証しながら、庁舎を利用する全ての方々が利用しやすく、後世まで

愛される庁舎を目指し取り組んでいきます。 

 


